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栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領 
 
 （趣旨） 
第１条 県の交付する栃木県企業立地・集積促進補助金については、栃木県補助金等交付

規則（昭和３６年栃木県規則第３３号。以下「規則」という。）及び補助金等の名称等

を定める告示（昭和４７年栃木県告示第３５４号）に定めるもののほか、この要領の定

めるところによる。 
 （定義） 
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
（１） 産業団地等 知事の定める産業団地（別表第１）又は工業誘導地域内の土地    

（９，０００㎡以上のものに限る。）をいう。 

（２） 工業誘導地域 県内における、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭

和４６年法律第１１２号）第５条第２項第１号に規定する産業導入地区、低開発地

域工業開発促進法（昭和３６年法律第２１６号）第２条第１項に規定する低開発地

域工業開発地区、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条

に規定する過疎地域、工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第２条第１項の規定

による工場適地の調査に基づいて工場又は事業場の立地に適当であるとされた旨が

同法第３条に規定する工場立地調査簿に記載されている団地の区域、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第８条に規定する工業地域若しくは工業専用地域をいう。 
（３） 取得日 土地については、不動産登記簿の「権利部（甲区）」“原因”欄に記載

される年月日をいう（賃貸借契約の場合は、契約書に記載された賃貸借の開始日を

いう。）。建物については、新築の場合は不動産登記簿の「表題部」“原因及びそ

の日付”欄に記載される年月日、承継の場合は「権利部（甲区）」“原因”欄に記

載される年月日をいう。 

（４） 工場等 工場、倉庫、事務所、研究所、植物工場（施設内で植物の生育環境（光、

温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等）を制御して栽培を行う施設園芸の   

うち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことによ

り、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。）、データセンター（電

子計算機又はそれに関連する機器、設備等を設置し、データを管理することに特化

した建物をいう。）、その他これらと併せて設置する建物をいう。 

（５）  取得 土地については売買等による所有権移転又は賃貸借契約によるものをいう。

工場等については新築、増築、承継取得するものをいう。  

（６） 新築 工場等を新たに建築することをいう。 

（７） 増築 工場等の床面積又は容積を増加させることをいう。 

（８） 承継取得 既設の工場等を新たに取得することをいう。 

（９） 研究開発機能 事業に関する研究、製品等の開発及び試験研究並びに試作品の製

造などを行う機能をいう。 
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（10） 本社機能 企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する実質的な中枢機能

をいう。 
（11） 県内移転 新たに土地を求め工場等を建築し、それとほぼ同時に県内の旧工場等

での操業を停止することをいう。 

（12） 流通施設 製品の保管流通を行う施設をいう。 

（13） 不動産取得税課税標準額 所管の県税事務所長が決定する不動産取得税の課税標

準となるべき価格をいう。 

（14） 旧頭脳立地法 「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法

律」（昭和６３年法律第３２号制定、平成１０年１２月１８日法律第１５２号廃止）

をいう。 

（15） 生産設備 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４号に規定する

償却資産のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第３号に掲

げる機械及び装置をいう。 

（16） 工場跡地 従前は第４条第１項第１号に掲げる事業を行うための工場等の用に供

されていた土地で、現在は操業されておらず、更地又は工場等が残存するもの（都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第３項に規定する市街化調整区域以

外の区域に存する１,０００㎡以上のものに限る。）をいう。 

（17） 製造業用地 産業団地等及び工場跡地以外の県内の１，０００㎡以上の一団の土

地であり、その土地の上に取得した工場等で行う事業が製造業であるものをいう。 

（18） 物流業用地 産業団地等及び工場跡地以外の県内の１ｈａ以上の一団の土地であ

り、その土地の上に取得した工場等で行う事業が道路貨物運送業、倉庫業又はこん

包業であるものをいう。 

（19） 県内雇用者 本県に住民登録している者で、労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第１０７条に規定する労働者名簿に記載された雇用者をいう。 

(20)  中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定

する者をいう。 

(21)  大企業 国のサプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金（以下「国

サプライチェーン対策補助金」という。）において、大企業として対象となる者を

いう。 

(22)  中小企業 国サプライチェーン対策補助金において、中小企業として対象となる

者をいう。 

(23)   食品関連企業 専ら食品に関する業種であり、他の業種との汎用性がない者をい

う。 

(24)   国の「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において成長

が期待される１４分野（以下「グリーン成長戦略１４分野」という。）のうち、カー

ボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業 グリーン成長戦略１４分野にお

いて専ら別表第２に該当する取組を行う者をいう。 

(25)  特定重要物資等供給事業者 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確
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保の推進に関する法律（令和４年法律第４３号）第９条の規定に基づき、特定重要

物資の安定供給確保のための取組に関する計画（以下「供給確保計画」という。）の

認定を受けた者又は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進

に関する法律（令和２年法律第３７号）第１１条の規定に基づき、特定半導体生産

施設整備等計画の認定を受けた者をいう。 

(26) 特定重要物資等支援事業者 専ら特定重要物資等供給事業者が行う当該特定重

要物資等の生産等に必要不可欠な製品及び部素材等を供給する者をいう。 

（27） 半導体等成長産業企業 特定重要物資等供給事業者及び特定重要物資等支援事業

者のうち、半導体又は蓄電池の生産等を行う者をいう。 

 （交付対象） 
第３条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各

号に定めるものとする。 
（１） 県内の産業団地等、産業団地等以外の１０ha以上の一団の土地、工場跡地、製造

業用地又は物流業用地を取得した者が、その取得日から５年以内に当該土地の上に

工場等を取得して事業を開始した場合における当該土地（所有権移転登記がされた

ものに限る。以下同じ。）、建物（保存登記又は所有権移転登記がされたものに限

る。以下同じ。）及び生産設備（事業を開始した日が属する月までに取得したもの

に限る。以下同じ。）の取得 

（２） 県内の土地を取得した者が、その取得日から５年以内に当該土地の上に研究開発

機能又は本社機能を有する工場等を取得して事業を開始した場合における当該土地、

建物及び生産設備の取得 

（３） 県内で研究開発機能又は本社機能を有する工場等を取得した者が、事業を開始し

た場合における当該建物及び生産設備の取得 

（４） 国サプライチェーン対策補助金を活用して、生産拠点の集中度が高い製品・部素

材の国内での生産拠点整備事業若しくは生産拠点の集中度が高い製品・部素材を極

力使用しない技術を活用した生産を行う生産拠点整備事業又は生産拠点の集中度が

高く、サプライチェーン途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の供給途絶

リスク解消のための生産拠点整備事業（以下「サプライチェーン分散」という。）

を行う場合の令和２年４月７日以降に取得した土地、建物（国サプライチェーン対

策補助金の要件に合致したものに限る。第５号及び第６号において同じ。）及び生

産設備（国サプライチェーン対策補助金の要件に合致したものに限り、サプライチ

ェーン再構築支援補助金その他の生産設備の導入に係る補助金の交付を受けたもの

を除く。第５号及び第６号において同じ。）の取得並びにシステムの購入 

（５） 国サプライチェーン対策補助金を活用して、一時的な需要増によって需給がひっ

迫するおそれのある製品・部素材のうち、国民が健康な生活を営む上で重要なもの

の生産拠点等の整備事業、感染症の拡大等に需給がひっ迫するおそれのある製品で

あって、感染症への対応や医療提供体制の確保のために必要不可欠な物資の生産拠

点等の整備事業又は感染症の拡大等に需給がひっ迫するおそれのある製品であって、
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感染症への対応や医療提供体制の確保等国民が健康な生活を営む上で重要な物資の

生産拠点の整備事業（以下「医療機器等生産」という。）を行う場合の令和２年４

月７日以降に取得した土地、建物及び生産設備の取得並びにシステムの購入 

（６） 国サプライチェーン対策補助金を活用して、生産拠点の集中度が高く、サプライ

チェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材の生産等に必要となる部

品等を安定的に供給するために中小企業が生産拠点整備に係る事業を行う場合の令

和２年１２月８日以降に取得した土地、建物及び生産設備の取得並びにシステムの

購入 

２ 前項の規定にかかわらず、県内の土地若しくは工場等又は生産設備を取得した者以外

の者が当該工場等において事業を開始した場合において、当該事業が交付要件を備え特

に必要があると認められるときは、当該事業の用に供する土地若しくは工場等又は生産

設備の取得についても補助対象事業とすることができる。 

３ 既に栃木県企業立地・集積促進補助金（平成１８年栃木県告示第７５号）、栃木県企業

立地推進補助金（平成１４年栃木県告示第３７２号）又は栃木県研究開発機能集積促進

補助金（平成１５年栃木県告示第３６１号）（以下「企業立地補助金等」という。）の交

付対象となった土地又は建物を承継取得した場合であって、かつ、別表第３に該当する

ときは、前２項の規定は適用しない。 

（交付要件） 
第４条 補助対象事業は次に掲げる要件を備えているものとする。  

（１） 工場等で行う事業等が次のいずれかに該当すること。ただし、研究開発機能又は

本社機能を有する工場等の場合はア若しくはキ又はクに該当すること。 

ア 製造業 

イ 道路貨物運送業 

ウ 倉庫業 

エ こん包業 

オ 卸売業 

カ 小売業（流通施設に限る。） 

キ 植物工場 

ク 旧頭脳立地法に規定する１６業種 

ケ データセンター 

（２） 工場跡地又は製造業用地を取得する場合にあっては、当該事業の開始に伴い正社

員を新たに１人以上（ただし、本県内に住民登録をしている者に限る。）雇用する

ものであること。 

（３） 物流業用地を取得する場合にあっては、当該事業の開始に伴い県内雇用者を新た

に５人以上雇用するものであること。 

（４） 県内移転の場合は、知事の定める産業団地内に延床面積３，０００㎡以上の工場

等を取得したものであること。 

（５） 工場等を増築する場合にあっては、当該増築に係る部分の延床面積が５００㎡を
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超えるものであること。ただし、当該増築部分が研究開発若しくは本社業務を行う

施設である場合は、この限りではない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、当該土地及び工場等に係る不動産取得税を納期

限内に納付していること。 

 （事前届出） 

第５条 この補助金の交付を受けることを希望する者（生産設備の取得に係る補助金のみ

の交付を希望する者を除く。以下「補助対象者」という。）は、原則として土地の取得

があった場合は土地の取得日から６月以内に、土地の取得を伴わない場合は工場等の建

築に着手する前、若しくは工場等を承継取得する前に、又は国サプライチェーン対策補

助金の交付決定に係る通知を受けた日から１月以内に、次に掲げる書類を添えて、補助

対象事業に係る事前届出書（別記様式第１号）を知事に提出しなければならない。ただ

し、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 

（１） 届出者の概要を明らかにする書類 

（２） 工場等の概要を明らかにする書類 

（３） 研究開発機能又は本社機能の概要を明らかにする書類（該当する機能がある場合

に限る。） 

（４） 工場跡地・製造業用地・物流業用地の概要を明らかにする書類（該当する場合に

限る。） 

（５） 国サプライチェーン対策補助金の交付決定を受けたことを証する書類の写し（該

当する場合） 

（６） 国の「２０５０年カーボンニュートラル」に伴うグリーン成長戦略」に該当する

取組であることを明らかにする書類（該当する場合に限る。） 

（７） 特定重要物資等供給事業者であることを証する書類（該当する場合に限る。） 

（８） 特定重要物資等支援事業者であることを証する書類（該当する場合に限る。） 

（９） 土地の取得日を明らかにする登記事項証明書及び契約書の写し（土地の取得があ

る場合に限る。） 

（10） 商業登記事項証明書 

（11） 会社案内等事業内容を記載した書類及び決算書 

（12） 建設費の額が確認できる書類の写し（見積書・契約書等） 

（13） 土地及び建物の面積が確認できる計画図面（工場等の位置図、配置図、平面図、

立面図等） 

（14） 工程表 

（15） 知事が特に必要と認める書類 

２ 知事は、前項に規定する事前届出書の提出があったときは、書類の審査を行い、補助

対象事業に係る事前届出受理書（別記様式第２号）を交付するものとする。 

（補助対象事業に係る事前届出の変更） 

第５条の２ 補助対象者は、前条の規定により届け出した内容に変更（軽微な事項を除く。）

が生じたときは、必要な書類を添えて、補助対象事業に係る事前届出変更届出書(別記
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様式第３号)を速やかに知事に提出しなければならない。 

 （補助対象事業の承継） 

第６条 合併、分割、相続その他の事由により、補助対象事業を承継したものは、当該事

業を承継した日から１月以内に、承継を証する書類を添えて、補助対象事業承継届（別

記様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助額および限度額） 

第７条 土地の補助額は、不動産取得税課税標準額に不動産取得税率を乗じて得た額とす

る。ただし、生産拠点の国内回帰や自社生産への切替えなど新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、生産体制の見直し・強化を図る製造業（令和６年３月３１日までに第５

条第１項の規定により事前届出書の提出があったものに限る。）、食品関連企業、グリ

ーン成長戦略１４分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業、

特定重要物資等供給事業者又は特定重要物資等支援事業者の場合は、不動産取得税課税

標準額に０．０５を乗じて得た額とする。 

２ 建物の補助額は、不動産取得税課税標準額に不動産取得税率を乗じて得た額とする。

ただし、生産拠点の国内回帰や自社生産への切替えなど新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、生産体制の見直し・強化を図る製造業（令和６年３月３１日までに第５条第

１項の規定により事前届出書の提出があったものに限る。）、食品関連企業であって県

内に本社を置く中小企業者、グリーン成長戦略１４分野のうち、カーボンニュートラル

の実現に資する投資を行う企業、特定重要物資等供給事業者又は特定重要物資等支援事

業者の場合は、不動産取得税課税標準額に０．０５を乗じて得た額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、半導体等成長産業企業の場合、土地及び建物の補助額は、

それぞれの不動産取得税課税標準額の合計が６００億円に達するまでは、その合計額に

０．０５を乗じて得た額とし、６００億円を超えた額については、土地及び建物相当分

にそれぞれの不動産取得税率を乗じて得た額とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、法令等により不動産取得税の課税免除等の適用がある場

合には、当該税額を補助額より控除するものとする。 

５ 生産設備の補助額は、土地の取得価格又は不動産取得税課税標準額のいずれか低い額、

建物の取得価格又は不動産取得税課税標準額のいずれか低い額及び生産設備の地方税

法第３４１条第１４号に規定する償却資産課税台帳に登録された課税標準額の合計額

が３０億円を超えた場合、その超えた額のうち生産設備相当分に０．０５を乗じて得た

額とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、補助対象となる土地及び建物で行う事業が次に掲げる要件

を備えている場合にあっては、生産設備の補助額は、生産設備の地方税法第３４１条第

１４号に規定する償却資産課税台帳に登録された課税標準額の合計額に０．０５を乗じ

て得た額とする。 

（１） 食品関連企業の場合 

（２） 東日本大震災に係る災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けた市
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町村において市町村の発行した罹災証明書の交付を受けた企業が平成２４年３月３

１日までに第５条の規定による事前届出書を知事に提出し、平成２５年３月３１日

までに事業を開始した場合 

７ 補助額は「栃木県産業定着集積促進支援補助金」と併せて３０億円（半導体等成長産

業企業の場合は７０億円）を限度とし、予算の範囲内で交付する。算出された額に１０

０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （補助額及び限度額の特例） 

第７条の２ 国サプライチェーン対策補助金の対象になる事業を行う場合の補助額及び限

度額は、別表第４に定めるところによる。 

 （交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が規則第４条の規定

により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき  

申請書の名称 

様  式 部

数 

申請書に添付すべき書類の 

名称 

様  式 部

数 

提出

期限 

栃木県企業立

地・集積促進補

助金交付申請

書 

別記様式 

第５号 

１ １ 事業実績書 

 

２ 申請者の概要を明らかに

する書類 

 

３ 工場等の概要を明らかに

する書類 

 

４ 研究開発機能又は本社機

能の概要を明らかにする書

類（該当する機能がある場

合） 

 

５ 生産設備の概要を明らか

にする書類（該当する場合） 

 

６ 工場跡地・製造業用地・物

流業用地の概要を明らかに

する書類（該当する場合） 

 

７ 国の「２０５０年カーボン

ニュートラル」に伴うグリー

ン成長戦略」に該当する取組

であることを明らかにする

書類（該当する場合） 

 

８ 国サプライチェーン対策

補助金の額の確定したこと

を証する書類（該当する場

別記様式 

第６号 

１ 知事

が別

に定

める 

日 
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合） 

 

９ 特定重要物資等供給事業

者であることを証する書類

（該当する場合） 

 

10 特定重要物資等支援事業

者であることを証する書類

（該当する場合） 

 

11 土地及び建物の不動産取

得税の領収証書の写し  

 

12 償却資産課税台帳（明細

書）の写し等生産設備の名

称・数量・取得年月・課税標

準額を確認できる書類及び

生産設備に係るリース契約

書の写し（該当する場合） 

 

13 県税事務所長が発行する

納税証明書 

 

14 土地の取得日を明らかに

する書類及び建物の工事請

負契約書の写し 

 

15 土地及び建物の登記事項

証明書 

 

16 工場等の位置図、配置図、

平面図及び立面図 

 

17 商業登記事項証明書 

 

18 会社案内等事業内容を記

載した書類及び決算書 

 

19 法人等の事務所等設置届

の写し（該当する場合） 

 

20 知事が必要と認める書類 

 

２ 「栃木県産業団地分譲促進支援補助金」の交付を受けようとする場合は、併せて申請

を行うものとする。 
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３ 申請者は、土地若しくは建物の不動産取得税を納付した日又は生産設備が償却資産課

税台帳に登録された日のいずれか遅い日から１年以内に交付申請をしなければならな

い。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 

 （補助金の交付決定） 

第９条 知事は、栃木県企業立地・集積促進補助金交付申請書（別記様式第５号）の提出

があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査を行い、規則第５条の規定に

より交付の決定をするものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第１０条 規則第１８条の規定により申請者が提出する書類は、次の表に定めるところに

よる。 

提出すべき  

申請書の名称 

様式 部

数 

申請書に添付すべき書類の 

名称 

様式 部

数 

提出

期限 

栃木県企業立

地・集積促進補

助金交付請求

書 

別記様式 

第７号 

 

１ １ 交付決定通知書の写し 

 

２ 知事が必要と認める書類 

 １ 知事

が別 

に定

める 

日 

 （補助金の支払方法） 

第１１条 この補助金の支払方法は、精算払いとする。ただし、予算を超える金額につい

ては、当該年度を含む５年以内の複数年において、分割して交付することができる。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第１２条 規則第１７条第１項に定めるもののほか、補助金の交付の決定を受けた者が第

１号又は第２号に該当する場合はその決定の全部、第３号に該当する場合はその決定の

全部又は一部を取り消し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

（１） 補助金の交付後、法令を遵守していないと認められるとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

（３） 補助金の交付の決定の日から５年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又は事

業規模を縮小したとき。 

２ 前項第３号に該当し、補助金の交付の決定の取り消しをする場合の補助金の返還額は、

補助金の交付の決定を受けた日から、操業を休止し、若しくは廃止し、又は事業規模を

縮小した日までの期間の年数に応じて、補助金の交付の決定をした額を５で除して得た

金額に、操業期間が５年に満たない期間の年数（１年に満たない部分があるときは、こ

れを切り上げる。）を乗じて得た金額とする。 

（書類の提出等） 

第１３条 この要領により知事に提出する書類は、栃木県産業労働観光部産業政策課に提

出するものとする。 

（書類の整備等） 

第１４条 規則第２３条に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金交付決定の日（分割

して補助金の交付を受ける場合においては、全額を受領した日）の属する会計年度の翌
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会計年度から５年間保管しなければならない。 

 （雑則） 

第１５条 この要領の実施に関し、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成１８年４月１日から実施する。 

２ この要領は、次に掲げるものに適用する。 

（１） 平成１８年４月１日から令和８年３月３１日までの土地売買契約等により土地を

取得し、その取得日から５年以内に当該土地の上に工場等を取得して操業開始した

場合 

（２） 平成１８年４月１日から令和８年３月３１日までに工事請負契約等により建築に

着手した研究開発機能又は本社機能を有する工場等を取得して操業開始した場合 

 

   附 則 

この要領は、平成２０年６月１６日から実施し、同日以降、交付の申請をする補助金か

ら適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２２年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領の規定は、次に掲げる場合に適用

し、平成２２年３月３１日以前に、土地を取得した場合又は研究開発機能若しくは本社

機能を有する工場等の建築に着手した場合（土地の取得を伴わない場合に限る。）につ

いては、なお従前の例による。 

（１） 平成２２年４月１日以降に土地売買契約等により土地を取得し、その取得日から

５年以内に当該土地の上に工場等を取得して操業開始した場合 

（２） 平成２２年４月１日以降に工事請負契約等により建築に着手した研究開発機能又

は本社機能を有する工場等を取得して操業開始した場合 

 

附 則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領の規定は、次に掲げる場合に適用

し、平成２３年３月３１日以前に土地を取得した場合又は研究開発機能若しくは本社機

能を有する工場等の建築に着手した場合（土地の取得を伴わない場合に限る。）につい

ては、なお従前の例による。 

（１） 平成２３年４月１日以降に土地売買契約等により土地を取得し、その取得日から

５年以内に当該土地の上に工場等を取得して操業開始した場合 

（２） 平成２３年４月１日以降に工事請負契約等により建築に着手した研究開発機能又

は本社機能を有する工場等を取得して操業開始した場合 
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３ 前項の規定にかかわらず、平成２３年３月３１日以前に土地を取得した場合であって、

平成２３年４月１日以降に工場等の工事請負契約及び生産設備の取得に係る契約をし

た場合にあっては、この要領を適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２３年６月３０日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領第７条第３項後段の規定は、次に

掲げる場合に適用する。 

（１） 平成２３年３月１１日以降に土地売買契約等により土地を取得した場合 

（２） 平成２３年３月１１日以降に建築に着手した研究開発機能又は本社機能を有する

工場等を取得して操業開始した場合 

 

附 則 

１ この要領は、平成２４年４月２日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領の規定は、平成２４年４月２日以

降に補助金の交付の決定を受けた場合に適用し、平成２４年４月１日以前に補助金の交

付の決定を受けた場合については、なお従前の例による。 
 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領第３条第１項第１号の規定は、  

平成２５年４月１日以降に工場跡地を取得した場合に適用し、平成２５年３月３１日以

前に土地を取得した場合又は研究開発機能若しくは本社機能を有する工場等の建築に

着手した場合（土地の取得を伴わない場合に限る。）については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領の規定は、平成２８年４月１日以

降に土地を取得した場合に適用し、平成２８年３月３１日以前に土地を取得した場合又

は研究開発機能若しくは本社機能を有する工場等の建築に着手した場合（土地の取得を

伴わない場合に限る。）については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領の規定は、平成３０年４月１日以

降に土地を取得した場合に適用し、平成３０年３月３１日以前に土地を取得した場合は、

なお従前の例による。 
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附 則 
この要領は、令和２年４月２７日から実施する。 

 

附 則 
この要領は、令和２年６月２９日から実施する。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領(以下「改正後の要領」という。)

第３条第１項第１号及び第２号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和３年

４月１日以降に土地を取得した場合に適用し、令和３年３月３１日以前に土地を取得し

た場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の要領第３条第１項第３号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和

３年４月１日以降に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得した場合に適

用し、令和３年３月３１日以前に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得し

た場合については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領(以下「改正後の要領」という。)

第３条第１項第１号及び第２号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和４年

４月１日以降に土地を取得した場合に適用し、令和４年３月３１日以前に土地を取得し

た場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の要領第３条第１項第３号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和

４年４月１日以降に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得した場合に適

用し、令和４年３月３１日以前に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得し

た場合については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から実施する。 

２ 改正後の栃木県企業立地・集積促進補助金交付要領(以下「改正後の要領」という。)

第３条第１項第１号及び第２号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和６年

４月１日以降に土地を取得した場合に適用し、令和６年３月３１日以前に土地を取得し

た場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の要領第３条第１項第３号の補助対象事業については、改正後の要領は、令和

６年４月１日以降に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得した場合に適

用し、令和６年３月３１日以前に工場等の建築に着手した場合又は工場等を承継取得し

た場合については、なお従前の例による。 



別表第１

 1  宇都宮市  宇都宮テクノポリスセンター（業務用施設用地に限る。）  60  小山市  小山東

 2  宇都宮市･上三川町  インターパーク宇都宮南（業務用施設用地に限る。）  61  小山市 テクノパーク小山南部

 3  宇都宮市  宇都宮  62  真岡市  真岡第一

 4  宇都宮市  瑞穂野  63  真岡市  真岡第二

 5  宇都宮市  宇都宮清原  64  真岡市  真岡第三

 6  宇都宮市  河内  65  真岡市  真岡第四

 7  宇都宮市  河内町中小  66  真岡市  真岡第五

 8  足利市  御厨  67  真岡市  大和田

 9  足利市  大月・助戸  68  大田原市  中田原

 10  足利市  久保田  69  大田原市  野崎

 11  足利市  八坂  70  大田原市  野崎第二

 12  足利市  八坂第二  71  大田原市  品川台

 13  足利市  羽刈  72  矢板市  矢板

 14  足利市  荒金  73  矢板市  矢板南

 15  足利市  樺崎  74  那須塩原市  下厚崎

 16  足利市  毛野東部  75  那須塩原市  下厚崎第二

 17  足利市  西久保田  76  那須塩原市  上郷屋

 18  足利市  足利インター・ビジネスパーク  77  那須塩原市  東那須

 19  足利市  あがた  78  那須塩原市  赤田

 20  足利市  あがた駅南  79  那須塩原市  四区

 21  栃木市  大光寺  80  那須塩原市  井口

 22  栃木市  栃木市中小  81  那須塩原市  関谷

 23  栃木市･壬生町  惣社東  82  那須塩原市 那須高林

 24  栃木市  皆川城内  83  さくら市  喜連川

 25  栃木市  大平みずほ企業団地  84  那須烏山市  富士見台

 26  栃木市  大平  85  那須烏山市  烏山東

 27  栃木市  西前原  86  下野市  西坪山

 28  栃木市  中根  87  下野市  下坪山

 29  栃木市  岩舟  88  下野市  石橋第一

 30  栃木市･鹿沼市  宇都宮西中核  89  下野市  石橋第二

 31  栃木市 千塚  90  下野市  石橋第三

 32  栃木市 栃木インター  91  下野市  柴

 33  栃木市 平川  92  下野市  しもつけ

 34  佐野市  佐野新都市（産業業務用地に限る。）  93  上三川町  かみのかわ

 35  佐野市  佐野  94  上三川町  テクノパークかみのかわ

 36  佐野市  羽田  95  上三川町  石田

 37  佐野市  田沼  96  上三川町  石田南

 38  佐野市  佐野田沼インター  97  上三川町  上三川インター南

 39  佐野市  佐野ＡＷＳ  98  益子町  星の宮

 40  鹿沼市  鹿沼  99  茂木町  もてぎコンストラクタ－ズ村

 41  鹿沼市  鹿沼木工  100  茂木町  グリーンパークもてぎ

 42  鹿沼市  鹿沼あさひ台  101  茂木町  茂木下平

 43  鹿沼市  鹿沼武子  102  市貝町  赤羽

 44  鹿沼市  鹿沼下石川  103  市貝町  赤羽西部

 45  鹿沼市  とちぎ流通センター  104  芳賀町･高根沢町  芳賀・高根沢

 46  鹿沼市  アワノ  105  芳賀町  芳賀

 47  鹿沼市  鹿沼インター  106  芳賀町  芳賀第２

 48  日光市  大日光（轟）  107  芳賀町  とちぎ食肉センター南

 49  日光市  日光  108  壬生町  おもちゃ

 50  小山市  小山南  109  壬生町  産業未来基地　とちぎ中央（みぶ羽生田）

 51  小山市  小山  110  野木町  野木

 52  小山市  小山第二  111  野木町  野木第二

 53  小山市  小山第三  112  野木町  東武テクノパーク野木

 54  小山市  小山第四  113  塩谷町  塩谷

 55  小山市  小山外城  114  高根沢町  砂部

 56  小山市  小山市梁  115  高根沢町  ソフトリサーチパーク情報の森とちぎ

 57  小山市  小山東部  116  那珂川町  明神平

 58  小山市  小山東部第二  117  那珂川町  新宿平

 59  小山市  グリーンタウン小山南（業務用施設用地に限る。）

知事の定める産業団地

番
号

番
号

団地名 市町村名 団地名市町村名



洋上風力

太陽光

地熱

水素

燃料アンモ
ニア

③
次
世
代
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー

産
業

④
原
子
力
産
業

⑤
自
動
車
・
蓄
電

池
産
業

⑥
半
導
体
・
情
報

通
信
産
業

⑦
船
舶
産
業

分　　野

別表第２

補助率上乗せ対象

・風車本体・部品(発電機、増速機、ベアリング等)の製造、研究開発　等

・次世代インバーター(慣性力等の提供に関する技術)本体・部品の製造、研究開発
・低コスト定置用蓄電池本体・部品の製造、研究開発　等

・次世代地熱発電(超臨界地熱発電)本体・部品の製造、研究開発　等

・水素タービン、ＦＣ(燃料電池)トラック本体・部品の製造、研究開発　等

・発電用バーナー本体・部品の製造、研究開発　等

・高速炉、小型炉、高温ガス炉、核融合炉本体・部品の製造及び研究開発　等

「グリーン成長戦略１４分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業」に該当する取組例

・合成メタン(再エネ由来等の水素とCO2から合成(メタネーション))製造設備本体・部品の製造、研究開発
等

・電動車(電気・燃料電池・ハイブリッド自動車等)本体の製造、研究開発
・電動車に係る部品(蓄電池、燃料電池、モータ等)の製造、研究開発　等

・グリーンデータセンターの設置
・半導体本体(メモリー、ダイオード、トランジスタ等)の製造、研究開発
・半導体素材(シリコンウェーハ―、半導体洗浄液等)の製造、研究開発
・半導体製造装置(半導体設計用装置、検査用装置等)の製造、研究開発　等

・水素・燃料アンモニア船舶の部品製造、研究開発　等

②
水
素
燃
料
ア
ン
モ
ニ
ア
産
業

①
洋
上
風
力
・
太
陽
光
・
地
熱
産
業



⑧
物
流
・
人
流
・

土
木
イ
ン
フ
ラ
産

業

⑨
食
料
・
農
林
水

産
業

⑩
航
空
機
産
業

カーボンリ
サイクル

マテリアル

住宅・建築
物

次世代電力
マネジメン
ト

⑬
資
源
循
環
関
連

産
業

⑭
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
関
連
産
業

※「グリーン成長戦略１４分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業」に該当する取組は、国の「２０５０年
カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」における「今後の取組」で示される取組に該当するものが対象となる。

・電動食品業機械本体・部品の製造、研究開発
・電動農林業機械本体・部品の製造、研究開発
・電動漁船の部品製造、研究開発　等

・気候変動予測情報機器本体・部品の製造、研究開発　等

・次世代スマートメーター本体・部品の製造、研究開発　等

・電動航空機(電気・ハイブリッド航空機等)本体・部品の製造、研究開発　等

・防錆性能付きＣＯ2吸収型コンクリート(防錆性能を持つCO2排出量実質ゼロ以下のコンクリート)本体・部品
の製造、研究開発　等

・革新素材(超ハイテン)本体・部品の製造、研究開発　等

・次世代太陽電池(住宅・建築物の壁面や窓等にも設置可能な太陽電池)本体・部品の製造、研究開発　等

・高機能バイオマス素材の製造、研究開発　等

⑫
住
宅
・
建
築
物
産
業
・
次
世
代
電

力
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
産
業

⑪
カ
ー

ボ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
・
マ
テ
リ

ア
ル
産
業

・ＦＣ(燃料電池)鉄道車両本体・部品の製造、研究開発
・電動空港車両本体・部品の製造、研究開発
・電動、水素、バイオ等の建設機械本体・部品の製造、研究開発　等

「グリーン成長戦略１４分野のうち、カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業」に該当する取組例

分　　野 補助率上乗せ対象



  

別表第３ 

 補助対象事業から除かれるもの 
１ 既に企業立地補助金等の交付を受けた者と資本等の関連が認められる者が、

当該土地又は建物を取得して事業を開始した場合 
２  既に企業立地補助金等の交付を受けた者が、承継取得者への所有権の移転後

も引き続き当該土地及び建物において事業を継続していると認められる場合 
３  企業立地補助金等の交付を受けた土地及び建物において事業を行う者が、 

所有権の移転後も引き続き当該土地及び建物において事業を継続していると

認められる場合 
４ その他知事が補助対象事業とすることが適当でないと認める場合 

 


